
A5月8日(日) 9時～15時 ※雨天中止
B豊里中央公園(豊里5-14 豊里小学校西隣)
F区体育厚生協会〔区役所市民協働課（市民活動支援）内〕
　　a4809-9826

F区役所保健福祉課（地域保健活動） a4809-9968

F区役所保健福祉課(児童母子) a4809-9854

無料 申込み
不要

　1歳未満のお子さんとその保護者の
方を対象に、地域で安心して子育てが
できるように、定期的に保健師が地域
の会館など9ヵ所に出向き、育児相談
や参加者同士の交流をすすめていま
す。直接、各会場へお越しください。

　市内にお住まいの保護者の方
が、傷病・介護・冠婚葬祭、労働・
職業訓練・就学、育児負担の軽
減などのために、緊急・一時的に
(2週間以内)または断続的に(週
3日以内)保育が必要になったと
きに、小学校入学前のお子さん
を保育所などでお預かりします。
　東淀川区では、従来の3施設に加えて、2月1日から「ぽっかぽか保育ルーム・上新庄」で
一時保育事業を開始しました。ぜひ利用してください。

　東日本大震災でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈
りし、被災された皆さまに心からお見舞いを申しあげます。区
役所では、次のとおり義援金の受け付けを行っています。
●募金箱の設置
【設置場所】区役所1階・出張所2階
【受付時間】区役所：平日の9時～19時(土曜日・日曜日・祝日は

9時～17時30分)
 出張所：平日の9時～17時30分
●日本赤十字社での義援金受付
　日本赤十字社が、手数料無料の郵便振替口座を開設してい
ます。詳しくは、日本赤十字社のホームページをご覧ください。

F区役所市民協働課（市民協働）　a4809-9734

区役所保健福祉課分室
(出張所3階)
井高野福祉会館
大桐連合集会所
豊里南福祉会館
豊里連合会館
大道南会館
風の子ベビーホーム
豊新福祉会館
下新庄福祉会館

東淡路4-15-1
北江口2-4-8
大桐3-5-1
豊里5-4-7
豊里5-14-17
大道南1-10-14
小松1-14-12
豊新2-11-22
下新庄5-7-25

毎月第3月曜日
毎月第3火曜日
毎月第3木曜日
奇数月第4金曜日
偶数月第2火曜日
毎月第4水曜日
毎月第3金曜日
偶数月第3木曜日
奇数月第2金曜日

14時～15時30分
10時～11時30分
14時～15時30分
10時～11時30分
14時～15時30分

10時15分～11時45分
10時～11時30分
10時～11時30分
14時～15時30分

区役所の組織の名称が
4つの「課」に変わりました
　区役所では、｢地域から市政を変える｣を実現す
るために、これまでの担当制を改めて、新たに4
つの課を設置し、区役所力の強化を図ります。
総務課
(旧総務担当、旧総合企画担当)　
区役所の庶務、区運営方針、区政会議、広聴広報など
市民協働課
(旧地域振興担当、旧市民協働担当)
 地域振興、防災、防犯、人権、生涯学習など
 窓口サービス課
(旧住民情報担当、旧保険年金担当）
住民登録、戸籍、市税の証明、国民健康保険、国民年金、後期高齢
者医療制度など
保健福祉課
(旧福祉担当、旧保健担当、旧生活支援担当)
高齢者、障害者、子育て支援、医療助成、介護保険、健康づくり、 
各種健診、生活保護など
※保健福祉センターの業務は、保健福祉課が行います。

東淀川区キャラクター
「こぶしの みのりちゃん」

　　施設名称
徳蔵寺保育園
保育所聖愛園
保育所豊新聖愛園
ぽっかぽか
保育ルーム・
上新庄

　 住　所
東中島1-5-5
東淡路2-7-5
豊新3-25-5

上新庄
2-11-20-101

電話番号
a6323-0640
a6321-3955
a6325-2405

a6370-4138
新 

規

区
内
の

第第30回第30回
東淀川区健康の日のつどい

場　所 住　所 開催日 開催時間

業務内容など詳しくは、5月号でお知らせします。
F区役所総務課（総務） a4809-9625

※祝日の場合は変更あり　

東日本大震災の義援金を受け付けています

日本赤十字社ホームページ http://www.jrc.or.jp/

健康づくり区民会議参画事業

無料 申込み
不要

区の花「こぶし」
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地域ふれあい地域ふれあい
子育て教室子育て教室
地域ふれあい
子育て教室

一時保育事業実施施設が増えました

1広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。
また、大阪市が推奨するものではありません。

☆｢大阪市政だより」は毎月1日、「広報ひがしよどがわ」は毎月15日(ただし、朝刊が休刊の場合は翌日)に新聞折り込み
でお届けしています。折り込みは朝日・毎日・読売・産経・日本経済・大阪日日新聞の朝刊です。これらの新聞を購読
していない方で配送を希望する場合は、区役所総務課（広報）へお申し込みください。


